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日本海ガス株式会社 

2026 年 6 月 29 日 

射水市との「災害時における相互協力に関する協定」 

の締結について 

日本海ガス絆ホールディングスグループの日本海ガス株式会社（本社：富山県富山市、代表取締役社長：

新田 洋太朗、以下「当社」）は、射水市（市長：夏野元志 氏）と、「災害時における相互協力に関する協

定（以下「協定書」）」を締結いたしました。 

大規模な災害発生時において、都市機能の回復を早期に図るため、ガス供給設備の復旧工事のほか、 

指定避難場所等の市重要施設へのガスの優先供給など応急対応について、射水市と相互協力に関する協定

を締結し、災害時における連携・協力体制の強化を図ります。 

当社は、本協定書の締結を通じて、射水市との平常時からの連携を一層深めるとともに、大規模災害発生

時における連携・協力体制の強化に取り組んでまいります。 

 

記 

１． 締結日  

    ２０２６年６月２９日 

２． 協定内容  

       大規模な地震、火災、風水害等重大な災害や事故が発生した場合において次の事項につい 

て連携する 

① 情報共有・情報連携 

・建物や道路の被害状況 

・ガス設備の被害状況、地震計の速度数値状況 

・平時からの連絡体制の整備 

② 病院や指定避難所等へのガス供給及び復旧工事の要請 

③ 復旧作業の活動拠点の提供協力 

④ 復旧工事における道路占用等各種手続きの迅速化 

以 上 
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本件に関するお問い合わせ 

日本海ガス株式会社 

都市ガス供給部/光田孝史 

TEL：076-426-2500 

 

 

日本海ガス絆ホールディングス株式会社 

人事広報部 CSR 推進グループ/谷田卓也 

TEL：076-443-1812 
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